
国庫支出金 県支出金 その他

引上げ分の
地方消費税
（社会保障
財源化分の
市町村交付
金）

その他

社会福祉費
介護・訓練等給付
費

1,557,505 777,063 388,531 127,477 264,434

団体負担金及び
補助金

37,229 12,109 25,120

児童運営費 2,802,762 1,396,284 604,080 118,940 222,309 461,149

生活保護費 生活保護事業 1,875,449 1,405,605 6,264 150,789 312,791

6,272,945 3,578,952 998,875 118,940 512,684 1,063,494

※　地方消費税交付金（社会保障財源分）は、各経費における一般財源の比率で按分し充当しています。

社
会
福
祉

児童福祉費

合　計

（単位：千円）

事業名 経費

財 源 内 訳

特定財源 一般財源

　２．歳出　　上記１が充てられる社会保障施策に要する経費 6,272,945千円

令和３年度引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化
し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和3年度石垣市一般会計当初予算における引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る使途
については、下記のとおりとなります。

記

　１．歳入　　地方消費税交付金（社会保障財源分） 512,684千円


